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2019年度確定申告
に関する最新情報

A.   確定申告の期限

Circular 156/2013/TT-BTC第3条
第3項ddによれば、「年次確定申
告書類の提出期限は暦年または
会計年度の最終日から90日目と
する」となっています。

2019年度については確定申告書
の提出期限延長、納税期限延長、
減税に関して多くの提案がされて
きましたが、財政省による最新の
提案によれば、確定申告書の提
出期限は変更されていません。従
って、納税者、企業は、確定申告
書類（つまり法人所得税、個人所
得税など）を暦年または会計年度
の最終日から90日以内に提出す
る必要があります。

B.   法人所得税の計算に際する
損金

• COVID-19 の感染拡大による
損失・損害に関連する費用を被っ
た場合、損失・損害の金額は、損
失・損害の合計額から法律の規
定により保険会社またはその他
機関から補償を受けた金額を控
除した金額となります。Circular 
96/2015/TT-BTC第4条第2項セク
ション2.1で規定されている通り、
損金算入を可能とするためには、
損失・損害を証明する書類を用意
しておき、税務当局から要請があ
った際に提出できるようにしておく
必要があります。具体的には以下
の書類が必要となります。

• 損失・損害を受けた資産・物品
の価額リスト（会社が作成する）。

損失・損害を受けた資産・物品の
価額、損失・損害の原因、損失・
損害に関する会社・個人の責任を
明記する必要があります。回収可
能な資産・物品がある場合には、
その種類、数量、価額も記入しま
す。損失・損害を受けた物品の入
出庫記録に法令代表者の確認署
名を付して添付します。

• 保険会社による補償があった
場合には、当該補償請求書類。

• 補償義務を負う機関・個人が
ある場合には、当該責任を明記し
た書類。

上記書類は会社で保管しておき、
税務当局からの要請があった場
合に提出します。

COVID-19をめぐる複雑な状況は世界的な現象となっており、ベトナムも感染拡大の影響からは逃れること
はできません。この状況下で、以下の事項にご留意頂く必要があります。

弊社Grant Thornton Vietnamの今回のニュースレターでは、2019年度確定申告に関わる重
要なガイダンス、および、新型コロナウィルス (COVID-19) の感染拡大に伴う企業への関連
支援策についての最新情報をご案内致します。COVID-19は、2019年12月末の発生以来、
世界中の国々に感染が拡大しており悪影響を与えています。2020年3月11日、世界保健機
構 (WHO) は、COVID-19の感染状況はもはやエピデミックではなくパンデミック（世界的な流
行）だとの認識を表明しました。今回の弊社Grant Thornton Vietnamのニュースレターでは、
この状況下での税務申告手続き、および、申告期限延長、納税期限延長、減税に関する最
新情報をご案内申し上げたく存じます。



C.  納税期限延長に関する最新
情報

ベトナムでのCOVID-19の感染拡
大状況は複雑になってきており、
多くの企業・納税者の生産活動
や事業活動が深刻な影響を受け
ています。これに伴い、ベトナム
政府は、被害者に対する積極的
かつ強力な支援政策をとっていま
す。2020年3月4日、企業活動が
被る困難を取り除き、COVID-19
感染拡大に対応する社会保障を
担保するための緊急措置を指示
するDirection No.11/CT-TTgが、
グエン・スアン・フック首相により
署名されました。ここで最も注目さ
れるのは、企業に対する約250兆
VNDの信用支援パッケージを用
意するよう中央銀行へ指示が出
されたこと、そして、企業支援およ
び社会保障担保のための約30兆
VNDの支援パッケージの提案を
2020年3月中に首相へ提出する
よう財政省へ指示を出しているこ
とです。

上記方針に沿って、2020年3月11
日、税金および土地リース料金の
納付期限を延長する政令草案が
財政省から提出されました。重要
なポイントは以下の通りです。

納付期限延長を受ける対象者 

i. 以下のいずれかの分野で事業
を行う企業、組織：農林水産業、
食品の製造加工、紡織、衣服製
造、履物製造、ゴム製品製造、電
子製品・コンピューター製造、自
動車の製造・組立（9席以下の自
動車の製造・組立を除く）、鉄道輸
送、自動車輸送、海上輸送、空中
運送、倉庫業および運輸関連業、
宿泊業・飲食サービス業、旅行代
理店・ツアーオペレーターおよびツ
アーの広告そして手配に関連する
支援サービス。

ii. 上記分野で事業を行う個人、

個人のグループ、世帯。

iii. 政府の規定による小企業、極
小企業。

納付期限延長の対象となる税目
および土地リース料

財政省の提案によれば、(i) およ
び (iii) の対象者に対して、2020
年3月、4月、5月および6月、また
は、2020年第1四半期および第2
四半期に納税義務が発生する付
加価値税の納付期限が5か月延
長されます。

 (ii) の対象者に対しては、2020年
に納税義務が発生する付加価値
税および個人所得税の納付期限
を2020年12月15日前としていま
す。

期限延長は納税に対してのみ適
用されますので、納税者の申告義
務は依然として現行の規定通り適
用されます。

国家から直接に土地のリースを受
けて年次の土地リース料を支払っ
ている納税者が、上記分野での事
業に土地を使用している場合、財
政省の提案によれば、(i) および 
(ii) の対象者に対して、土地リース
料の納付期限が5か月延長されま
す。但し、遅くとも2020年10月31
日が最終期限となります。

納付期限延長の手続き

政令草案と共に、税金・土地リー
ス料納付期限延長申請書（「申請
書」）が公表されています。対象と
なる納税者は、遅くとも2020年5
月31日までに管轄税務当局へこ
の申請書を送付する必要がありま
す。申請書の送付が遅れた場合、
納税者は税金および土地リース
料の納付期限延長を受けることが
できません。納付期限の延長期間
中については、税金および土地リ
ース料の納付遅延に伴う延滞金
利を納付する必要はありません。

財政省は、この政令草案をwww.
mof.gov.vn.のウェブサイトで公表
しており、納税者からのパブリック
コメントを募集しています。ご意見
をお持ちの方はこの財政省のウ
ェブサイトへアクセスしてみて下さ
い。

政令草案はまだパブリックコメン
トの募集中であり正式には発行
されていませんが、税務総局から
は、COVID-19の影響に伴う納税
期限の延長、延滞金利の免除を
ガイダンスする2020年3月3日付
けOfficial Letter 897/TCT-QLNが
発行されています。このオフィシャ
ルレターでは、現行規定による期
限延長および延滞金利免除の手
続きを実施するよう地方税務局へ
の指示が出されています。具体的
には以下の通りです。

期限延長の対象となる税額、期間
および免除される延滞金利の額 

Circular 156/2013/TT-BTCの第
31条第2項では、納付期限の延長
を受ける納税額は、損害を被った
物質の価額を超えないこと、そし
て、延長期間は納税期限から2年
を超えないこととされています。

Circular 156/2013/TT-BTCの第
35条、および、Circular 26/2015/
TT-BTCの第2条第11項cでは、疫
病の場合における延滞金利の免
除に関して規定しています。疫病
発生時点での未納税額に対する
延滞金利は免除され、免除される
延滞金利額は損害を被った資産・
物品の価額を超えません。



納付期限延長および延滞金利免
除の申請書類

納付期限延長、延滞金利免除の
申請に際しては、以下の書類を用
意して管轄税務当局へ提出する
必要があります。

• 納付期限延長申請書、また
は、延滞金利免除申請書。

• 納付期限延長の申請をする場
合は、納税者または納税者の合
法的代表者により作成された損害
を被った物質の価額評価リスト。

• 延滞金利免除の申請をする場
合は、財政局により設立された評
価委員会、または、契約に基づく
評価サービスを提供する専門の
評価会社、または、財政局の評価
センターなど権限を持つ機関によ
る資産の損害程度・価額を確認す
る報告書。

• 疫病発生地での町村レベルの
公安、町村レベルの人民委員会、
または、工業区・輸出加工区・経
済区管理委員会のうちいずれか
により作成された、疫病発生時点
における納税者に対する損害の
確認書。

• 保険会社による補償があった
場合には、当該補償請求書類

D.   2020年の税務調査、税関調
査の計画

Direction No.11/CT-TTgでは、企
業コスト削減のために行政手続き
を早急に見直し、削減するよう各
省庁への指示が出されています。
この首相指示に基づいて、違反の
兆候がない企業に対する2020年
の定期調査実施を中止して、企業
の困難克服および企業活動の維
持を支援するよう、税務当局およ

び税関当局への要請が財政省か
ら出されています。但し、この政策
を悪用して法令違反をする企業が
ないよう念が押されています。

税関総局は、既に調査計画を
全面的に見直しており、損害を
被った企業からの提案に基づい
て、2020年第1四半期に計画され
ていた税関調査を一時的に停止
して2020年第2四半期、第3四半
期へ延期することを発表していま
す。

同時に、税務リスクの高い企業に
対する税務調査に注力して、違
反の兆候がない企業に対する税
務調査は実施しないよう各レベル
の税務当局へ指示をするOfficial 
Letterも税務総局から発行されて
います。

 



A.  移転価格税制への対応

法人の納税者は、会計年度の終
了日から90日以内に法人所得税
の確定申告書を提出する義務が
あります。従って、12月31日で会
計年度が終了する企業が移転価
格開示様式の提出義務を負う場
合、法人所得税確定申告書と共
に提出できるように各種開示様式
を2020年3月30日までに完成して
おく必要があります。この移転価
格開示様式とは以下の様式です。

a. 開示様式 01（関連者との関係
および関連者間取引に関する情
報）；

b. 開示様式02 （ローカルファイ
ルに関する情報）；該当する場合

c. 開示様式 03 （マスターファイ
ルに関する情報）；該当する場合

d. 開示様式 04 （最終親会社の
国別報告書）；該当する場合

その他、自社の関連者間取引に
おける独立企業間価格を算定す
るための報告書であるローカルフ
ァイル、および、グループ全体の
事業活動や移転価格ポリシーが
記載されたマスターファイルを作
成、保管しておく必要があります。
これらの書類は、税務当局からの

要請があった際に提出することに
なります。

独立企業間価格の原則を順守で
きていない場合、移転価格文書の
提出を要請されても提出できない
場合には、移転価格の更生による
追徴課税を受けるリスクがありま
す。また、罰金および延滞金利の
リスクも生じます。

COVID-19の感染拡大による深刻
なグローバル・サプライチェーンの
分断が生じて、多国籍企業の事業
活動が滞っています。多くの企業
での売上および利益の減少による
業績悪化が懸念されます。このよ
うな多国籍企業の業績悪化は、税
務当局による税務調査において
関心対象になると考えられます。
従って、業績悪化の場合には、状
況分析をして、ローカルファイルで
説明をしておく必要があります。来
るべき税務調査に備えて、経済環
境の急変を反映するための特殊
要因調整や選択すべき比較対象
企業の検討をするべきかもしれま
せん。

B.  金融取引に関するOECDのガ
イダンス

OECD（経済協力開発機構）
は、2020年2月11日、税源浸食と

利益移転（BEPS）の行動計画4お
よび行動計画8-10に関して、様々
なタイプの金融取引に関する移転
価格ガイダンスを盛り込んだ報告
書を公表しました。このガイダンス
では、グループ内融資、キャッシュ
プーリング、ヘッジ、保証、キャプ
ティブ保険などの金融取引の価格
設定に関する特定の問題を取り
上げています。

今回のガイダンスは、2018年7月
に公表された金融取引に関する
ディスカッション・ドラフトに対する
フォローアップ・ガイダンスです。
金融取引に関するガイダンスが
OECD移転価格ガイドラインに盛
り込まれるのは今回が初めてであ
り、移転価格の適用における一貫
性の向上、移転価格をめぐる紛争
と二重課税の軽減に役立つと期
待されます。本ガイダンスでは、実
際の取引の正確な描写およびリス
ク・コントロールについての分析の
金融取引への適用方法を説明し
ており、特定の関連者間金融取引
が独立企業原則に沿っているか
否かを判断するための実例を通じ
た説明をしています。

移転価格税制に関す
る最新情報
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